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１　

は
じ
め
に

地
方
公
務
員
の
定
年
が
２
０
２
３
年（
令
和
５
年
）

か
ら
段
階
的
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

各
地
方
公
共
団
体
で
は
条
例
改
正
な
ど
の
準
備
が
行

わ
れ
て
い
る
。
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
制
（
い

わ
ゆ
る
役
職
定
年
制
）
の
導
入
や
60
歳
以
降
の
働
き

方
の
選
択
肢
が
多
様
化
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
実
際

に
60
歳
以
降
の
高
齢
期
職
員
が
ど
の
よ
う
な
働
き
方

を
選
択
す
る
の
か
は
不
透
明
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、各
地
方
公
共
団
体
で
は
、

必
要
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
将
来
に
わ
た
っ
て
安
定
的

に
提
供
で
き
る
体
制
を
確
保
す
る
た
め
、
定
員
の
管

理
に
難
し
い
舵
取
り
が
求
め
ら
れ
る
。

２　

定
年
の
段
階
的
引
上
げ
に
伴
う
働

き
方
の
多
様
化

国
家
公
務
員
の
定
年
は
２
０
２
３
年（
令
和
５
年
）

４
月
か
ら
２
年
に
１
歳
ず
つ
段
階
的
に
引
き
上
げ
ら

れ
、
完
成
形
で
あ
る
２
０
３
１
年
（
令
和
13
年
）
４

月
か
ら
は
65
歳
に
な
る
こ
と
か
ら
、
地
方
公
務
員
も

こ
れ
に
従
い
、
２
０
２
３
年
以
降
段
階
的
に
定
年
を

引
き
上
げ
る
た
め
の
条
例
改
正
な
ど
が
行
わ
れ
て
い

る
。
60
歳
を
超
え
る
職
員
の
給
与
は
60
歳
前
の
７
割

水
準
に
設
定
さ
れ
る
が
、
併
せ
て
組
織
の
新
陳
代
謝

の
確
保
と
組
織
活
力
の
維
持
の
た
め
、
管
理
職
手
当

の
支
給
対
象
と
な
っ
て
い
る
職
を
念
頭
に
役
職
定
年

年
齢
60
歳
を
基
本
と
す
る
役
職
定
年
制
が
導
入
さ
れ

る
。
ま
た
60
歳
以
降
、
定
年
に
達
す
る
前
に
退
職
す

る
職
員
に
つ
い
て
は
、
本
人
の
希
望
に
よ
り
選
考
を

経
た
上
で
、
採
用
の
日
か
ら
定
年
退
職
日
相
当
日
ま

で
の
間
を
任
期
と
し
て
短
時
間
勤
務
の
職
に
採
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
制
が

導
入
さ
れ
る
ほ
か
、
60
歳
に
達
し
た
日
以
後
に
定
年

前
の
退
職
を
選
択
す
る
職
員
の
退
職
手
当
は
定
年
退

職
と
同
様
に
算
定
さ
れ
る
。

現
在
、
雇
用
と
年
金
と
の
接
続
を
図
る
た
め
、
定

年
退
職
す
る
職
員
が
再
任
用
を
希
望
す
る
場
合
に

は
、
任
命
権
者
は
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
に
達
す
る

ま
で
は
フ
ル
タ
イ
ム
職
に
再
任
用
す
る
こ
と
と
さ

れ
、
フ
ル
タ
イ
ム
職
へ
の
再
任
用
が
困
難
な
場
合
や

個
々
の
職
員
の
事
情
を
踏
ま
え
て
必
要
が
あ
る
場
合

に
は
短
時
間
勤
務
の
職
へ
の
再
任
用
が
行
わ
れ
て
い

る
。
定
年
引
上
げ
後
は
、
職
員
が
退
職
や
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
を
希
望
し
な
い
限
り
定
年
ま
で
常

勤
職
と
し
て
勤
務
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
一
方
で
定

年
引
上
げ
期
間
中
に
定
年
年
齢
に
達
し
た
職
員
は
65

歳
ま
で
の
間
は
暫
定
的
に
継
続
運
用
さ
れ
る
フ
ル
タ

イ
ム
再
任
用
、
短
時
間
勤
務
再
任
用
の
い
ず
れ
か
を

選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
（
暫
定
再
任

用
制
度
）。
フ
ル
タ
イ
ム
再
任
用
は
各
地
方
自
治
体

の
定
数
条
例
の
対
象
で
あ
り
、
短
時
間
勤
務
再
任
用

定年引上げ後の定員管理を
どのように行うか

　地方公務員の定年が2023年（令和５年）から段階的に引き上げられ、
それに伴い60歳以上の高齢期職員の勤務形態が多様化する。将来に
わたって必要な行政サービスを安定的に提供していくため、地方公共
団体においては戦略的な定員管理が重要となる。地方公務員数の現状
を見ながら、定年引上げが定員管理に及ぼす影響や今後の定員管理に
おける留意事項等を中心に解説する。
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は
非
常
勤
職
員
で
あ
る
こ
と
か
ら
定
数
条
例
の
対
象

と
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
も
短
時
間
勤
務
の
再
任

用
職
員
数
は
別
途
管
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

が
、
勤
務
時
間
に
よ
っ
て
一
人
当
た
り
の
業
務
量
は

異
な
る
も
の
の
常
勤
職
員
と
同
内
容
の
業
務
を
担
う

こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
よ
り
軽
減
さ
れ
た
常
勤
職
員
の

業
務
量
に
見
合
う
定
員
を
削
減
す
る
こ
と
を
基
本
と

す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

新
た
に
導
入
さ
れ
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

制
度
は
、
勤
務
時
間
や
給
与
の
仕
組
み
等
は
現
在
の

再
任
用
制
度
（
短
時
間
勤
務
）
を
基
本
に
設
計
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
し
現
行
の
再
任
用
制
度
（
短
時
間
勤

務
）
の
任
期
が
１
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
と
さ
れ
て

い
る
の
に
対
し
、
新
制
度
の
任
期
は
常
勤
職
員
の
定

年
退
職
日
に
当
た
る
日
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

制
度
は
、
定
年
引
上
げ
に
よ
り
65
歳
ま
で
フ
ル
タ
イ

ム
で
勤
務
す
る
こ
と
が
原
則
と
な
る
中
で
、
60
歳
以

降
の
職
員
の
多
様
な
働
き
方
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る

た
め
に
導
入
さ
れ
た
制
度
で
あ
り
、
本
人
の
意
思
に

よ
り
一
旦
退
職
し
た
上
で
採
用
さ
れ
る
仕
組
み
で
あ

る
。
よ
っ
て
任
命
権
者
が
短
時
間
勤
務
を
強
要
す
る

こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
職
員
本
人
の
意
思
に
反

し
て
こ
の
職
に
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
段
階
的
な
定
年
引
上
げ
に
伴
い
60
歳

以
降
の
勤
務
形
態
が
多
様
に
な
る
こ
と
か
ら
、
任
用

や
給
与
、
退
職
手
当
の
制
度
に
つ
い
て
職
員
本
人
が

十
分
に
理
解
し
た
上
で
働
き
方
を
決
め
る
こ
と
が
重

要
と
な
る
。
任
命
権
者
に
は
十
分
な
情
報
提
供
義
務

と
勤
務
意
思
の
確
認
の
努
力
義
務
が
法
律
上
も
定
め

ら
れ
た
が
、
現
実
に
職
員
が
ど
の
よ
う
な
選
択
を
行

う
の
か
、
そ
の
動
向
は
不
透
明
で
あ
る
。

３　

地
方
公
務
員
数
の
現
状

総
務
省
が
毎
年
度
実
施
し
て
い
る
定
員
管
理
調
査

に
よ
る
と
、
２
０
２
２
年
４
月
現
在
の
地
方
公
共
団

体
の
職
員
数
は
２
８
０
万
３
６
６
４
人
で
前
の
年
度

よ
り
３
０
０
３
人
（
０
・
１
％
）
増
加
し
た
。
地
方

公
務
員
の
数
は
国
と
地
方
を
通
じ
た
行
政
改
革
の
実

施
な
ど
に
よ
り
１
９
９
４
年
（
平
成
６
年
）
を
ピ
ー

ク
と
し
て
２
０
１
６
年
（
平
成
28
年
）
ま
で
一
貫
し

て
減
少
し
、
近
年
は
横
ば
い
か
ら
微
増
傾
向
と
な
っ

図表２　地方公共団体の職員数の推移（平成 6年〜令和 4年）

出典：総務省資料

図表１　定年引上げに伴う60歳以降の働き方の選択肢

選択肢 定数
現行（60歳定年） 再任用フルタイム勤務

再任用短時間勤務
退職

◯
△

定年引上げ期間
（60歳〜定年）

現職（常勤）継続
定年前再任用短時間勤務
退職

◯
△

定年引上げ期間
（定年〜 65歳）

再任用フルタイム勤務（暫定）
再任用短時間勤務（暫定）
退職

◯
△

制度完成後（65歳定年） 現職（常勤）継続
定年前再任用短時間勤務
退職

◯
△

◯：定数条例の対象　△：定数条例の対象外（別途管理）
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て
い
る
。
そ
の
結
果
、
現
在
の
職
員
数
は
１
９
９
４

年
比
で
約
48
万
人
（
▲
15
％
）
の
減
と
大
き
く
そ
の

数
を
減
ら
し
て
き
た
。
こ
れ
を
部
門
別
に
見
る
と
、

総
職
員
数
が
減
少
す
る
中
で
警
察
部
門
と
消
防
部
門

の
職
員
数
は
組
織
基
盤
の
充
実
強
化
の
た
め

１
９
９
４
年
以
降
も
増
加
傾
向
に
あ
る
。
一
方
で
一

般
行
政
部
門
は
部
門
全
体
と
し
て
は
１
９
９
４
年
比

で
▲
20
％
と
減
少
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
中
で
防

災
部
門
は
約
３
・
４
倍
、
児
童
相
談
所
等
は
約
２
・
５

倍
、
観
光
や
福
祉
事
務
所
は
約
１
・
７
倍
に
増
加
し

て
い
る
。
ま
た
児
童
・
生
徒
数
の
減
を
背
景
に
教
育

部
門
は
１
９
９
４
年
比
▲
17
％
と
減
少
し
て
い
る

が
、
そ
の
中
で
も
特
別
支
援
学
校
は
約
１
・
５
倍
に

増
加
し
て
い
る
な
ど
、
行
政
需
要
の
変
化
に
対
応
し

た
職
員
数
の
変
化
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
方
、
２
０
２
１
年
４
月
現
在
の
全
国
の
地
方
公
共

団
体
に
お
け
る
再
任
用
職
員
数
は
約
14
万
１
０
０
０

人
で
、
う
ち
条
例
定
数
に
含
め
ら
れ
る
再
任
用
職
員

（
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
）
は
約
８
万
４
０
０
０
人
、
条

例
定
数
の
対
象
外
で
あ
り
別
途
管
理
さ
れ
て
い
る
短

時
間
勤
務
の
再
任
用
職
員
は
約
５
万
７
０
０
０
人
で

あ
る
。
ま
た
同
時
点
に
お
け
る
任
期
付
職
員
数
は
約

１
万
６
０
０
０
人
で
、
う
ち
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
が
約

９
０
０
０
人
、
短
時
間
勤
務
が
約
７
０
０
０
人
と

な
っ
て
い
る
。
再
任
用
職
員
数
と
任
期
付
職
員
数
は

い
ず
れ
も
近
年
増
加
を
続
け
て
い
る
。

４　

定
員
管
理
へ
の
影
響

地
方
公
共
団
体
で
は
従
来
か
ら
、
毎
年
度
の
退
職

者
数
を
前
提
に
そ
れ
に
見
合
っ
た
新
規
採
用
を
行

い
、
ま
た
そ
の
差
数
を
調
整
す
る
こ
と
を
基
本
に
定

員
管
理
を
行
い
、
ま
た
再
任
用
職
員
の
う
ち
短
時
間

勤
務
職
員
に
つ
い
て
は
条
例
上
の
定
数
の
対
象
外
と

し
て
別
途
管
理
し
て
き
た
。
段
階
的
な
定
年
引
上
げ

と
そ
れ
に
伴
う
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
、
従
来
行
っ

て
き
た
定
員
管
理
に
次
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

（
１
）
段
階
的
引
上
げ
期
間
中
の
影
響

２
０
２
３
（
令
和
５
年
）
４
月
に
61
歳
へ
と
引
き

上
げ
て
か
ら
２
０
３
１
年
（
令
和
13
年
）
４
月
の
65

歳
へ
の
引
上
げ
ま
で
の
引
上
げ
期
間
中
に
は
、
定
年

退
職
者
が
２
年
に
１
度
の
み
発
生
す
る
こ
と
と
な

る
。
こ
の
た
め
従
来
の
よ
う
に
退
職
者
数
に
合
わ
せ

て
新
規
採
用
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
職
員
の
年
齢
構

成
に
歪
み
が
生
ず
る
可
能
性
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
団

体
規
模
や
現
在
の
年
齢
構
成
に
よ
り
程
度
の
差
は
あ

る
が
、
組
織
内
の
新
陳
代
謝
の
維
持
や
計
画
的
な
人

員
配
置
と
育
成
、
職
種
に
よ
っ
て
は
知
識
や
技
術
、

経
験
等
の
継
承
と
蓄
積
に
影
響
が
生
ず
る
可
能
性
が

あ
る
。
そ
の
た
め
そ
の
影
響
を
考
慮
し
、
定
年
退
職

図表３　地方公共団体職員数（2022年４月現在）

職員数 対前年増減率 1994年を100と
した場合の指数

一般行政部門 937,510 0.3％ 79.8

教育部門 1,064,340 ▲0.0％ 83.1

警察部門 289,074 ▲0.0％ 113.8

消防部門 163,612 0.3％ 112.4

公営企業等会計部門 349,128 ▲0.0％ 81.7

合計 2,803,664 0.1％ 85.4

出典：総務省「令和４年地方公共団体定員管理調査結果」をもとに作成

図表４　再任用職員数の状況（2021年４月現在）

フルタイム　 83,835 59.4%

短時間勤務 57,257 40.6%

合計 141,092 100.0％

出典：�総務省「令和２年度地方公務員の再任用実施状況等調査」
結果をもとに作成

図表５　任期付職員数の状況（2021年４月現在）

フルタイム　 9,578 58.6%

短時間勤務 6,756 41.4%

合計 16,334 100.0％

出典：�総務省「令和３年度地方公共団体における任期付採用
制度の運用状況に関する調査結果」をもとに作成

029-033_特集_72.indd   31 23.2.8   0:29:38 PM



自治体法務研究 2023・春◆ 32

者
が
い
な
い
場
合
で
も
一
定
数
の
採
用
を
確
保
す
る

な
ど
、
採
用
上
の
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。
一
方
で
こ

の
期
間
中
に
は
段
階
的
に
60
歳
以
降
の
常
勤
職
員
が

増
加
し
て
い
く
見
通
し
で
あ
る
が
、
実
際
に
60
歳
を

迎
え
た
職
員
が
ど
の
よ
う
な
働
き
方
を
選
択
す
る
の

か
、
そ
の
動
向
を
見
極
め
な
が
ら
弾
力
的
な
管
理
が

必
要
と
な
る
。

（
２
）
定
年
引
上
げ
後
の
課
題

65
歳
へ
の
定
年
引
上
げ
に
よ
り
各
団
体
と
も
60
歳

以
降
の
常
勤
職
員
の
数
が
増
加
し
、
職
員
の
年
齢
構

成
は
全
体
的
に
高
く
な
る
。
高
齢
期
職
員
の
構
成
比

が
大
き
く
な
り
、
そ
の
活
躍
の
場
と
業
務
の
在
り
方

を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る
か
で
、
組
織
全
体
の
効
率

性
や
活
性
化
に
与
え
る
影
響
も
大
き
い
。
60
歳
以
降

の
職
員
に
ど
の
よ
う
な
仕
事
と
活
躍
の
場
を
与
え
る

の
か
、
役
職
定
年
制
の
運
用
と
と
も
に
組
織
管
理
全

体
と
し
て
の
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。

（
３
）
定
員
管
理
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
考
え
方

各
行
政
分
野
に
お
け
る
専
門
的
な
知
見
を
継
承

し
、
必
要
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
将
来
に
わ
た
っ
て
安

定
的
に
提
供
す
る
た
め
に
は
、
一
定
の
新
規
職
員
の

継
続
的
な
確
保
が
必
要
で
あ
る
。
一
方
で
定
年
引
上

げ
が
行
政
組
織
の
肥
大
化
や
総
人
件
費
の
増
嵩
要
因

と
な
っ
て
住
民
負
担
の
増
加
と
な
る
こ
と
は
避
け
な

く
て
は
な
ら
な
い
。各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、

60
歳
以
降
の
職
員
の
働
き
方
へ
の
意
向
を
十
分
に
把

握
し
て
退
職
者
数
な
ど
の
動
向
を
見
通
し
た
上
で
、

職
種
ご
と
の
業
務
量
の
推
移
や
年
齢
構
成
の
平
準
化

な
ど
の
要
素
を
勘
案
し
つ
つ
、
新
規
採
用
の
み
に
こ
だ

わ
る
こ
と
な
く
、任
期
付
採
用
や
中
途
採
用
な
ど
様
々

な
採
用
方
法
や
試
験
区
分
の
活
用
等
も
視
野
に
入
れ

な
が
ら
、
職
員
採
用
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
、
必
要
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の

安
定
的
な
提
供
の
た
め
の
体
制
確
保
と
、
中
長
期
的

に
見
た
適
正
管
理
の
双
方
の
観
点
か
ら
計
画
的
な
定

員
管
理
を
行
い
、
併
せ
て
住
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る

よ
う
説
明
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

５　

今
後
の
定
員
管
理
に
お
い
て
留
意

す
べ
き
事
項

（
１
）
職
員
の
意
向
把
握

定
年
年
齢
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
後
に
お
い
て
も
、

60
歳
で
退
職
を
希
望
す
る
職
員
や
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
を
希
望
す
る
職
員
が
一
定
程
度
は
出
て
く

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
、
定
年
引
上
げ
期
間

中
に
定
年
退
職
を
迎
え
る
職
員
の
動
向
と
し
て
、
定

年
年
齢
に
達
す
る
ま
で
は
フ
ル
タ
イ
ム
で
の
勤
務
希

望
が
比
較
的
多
い
も
の
の
、
定
年
年
齢
に
達
し
た
以

降
は
退
職
や
暫
定
的
に
運
用
さ
れ
る
再
任
用
短
時
間

勤
務
を
希
望
す
る
職
員
の
割
合
が
高
く
な
る
傾
向
が

見
ら
れ
る
な
ど
、
引
き
上
げ
ら
れ
た
定
年
年
齢
の
前

後
で
希
望
す
る
勤
務
形
態
の
傾
向
が
変
化
す
る
と
も

言
わ
れ
る
。
各
地
方
公
共
団
体
で
は
、
定
員
管
理
を

行
う
に
当
た
っ
て
、
60
歳
以
降
の
職
員
の
実
際
の
動

向
に
つ
い
て
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

（
２
）
役
職
定
年
制
の
運
用

新
た
に
導
入
さ
れ
る
役
職
定
年
制
は
、
組
織
の
新

陳
代
謝
を
確
保
し
組
織
活
力
を
維
持
す
る
こ
と
が
目

的
と
さ
れ
て
い
る
。
対
象
範
囲
や
役
職
定
年
年
齢
は

国
家
公
務
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
た
上
で
各
団
体
の

条
例
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
対
象
範
囲

は
管
理
職
手
当
の
支
給
対
象
と
な
っ
て
い
る
職
、
役

職
定
年
年
齢
は
60
歳
を
基
本
と
す
る
こ
と
と
し
、
職

員
の
年
齢
別
構
成
な
ど
の
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合

に
は
例
外
措
置
を
構
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
役
職
定
年
制
の
運
用
を
ど
の
よ
う

に
行
う
か
は
、
定
員
管
理
や
組
織
の
活
力
維
持
と
い

う
面
で
も
、
ま
た
60
歳
以
上
の
職
員
の
働
き
方
の
選

択
に
も
影
響
を
与
え
る
重
要
な
事
項
と
な
る
。
60
歳

以
降
の
常
勤
職
員
の
配
置
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
ス

タ
ッ
フ
職
か
ラ
イ
ン
職
か
な
ど
職
種
や
各
団
体
の
事

情
を
踏
ま
え
て
検
討
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

組
織
の
活
力
を
維
持
し
な
が
ら
も
、
高
齢
期
職
員
が

や
り
が
い
を
持
っ
て
、
有
す
る
知
識
や
経
験
、
技
術
な

ど
を
最
大
限
に
活
用
で
き
る
よ
う
な
ポ
ス
ト
と
業
務

内
容
に
つ
い
て
十
分
な
検
討
と
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。
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（
３
）
職
員
採
用
の
在
り
方

定
年
引
上
げ
期
間
中
は
2
年
に
1
度
し
か
定
年
退

職
者
が
生
じ
な
い
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
定
員
管
理
の

考
え
方
を
踏
襲
す
れ
ば
、
そ
の
翌
年
度
の
採
用
者
数

を
大
幅
に
減
少
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
状
況
が
生

じ
る
。
定
員
管
理
で
は
最
小
の
経
費
で
最
大
の
効
果

を
上
げ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
行
政
需
要
の
増
加
に

伴
い
真
に
必
要
な
人
員
を
定
員
数
と
す
る
の
が
常
で

あ
る
が
、
職
種
や
各
団
体
の
年
齢
構
成
に
よ
っ
て
は

採
用
者
数
の
大
幅
な
減
が
将
来
の
人
員
構
成
の
歪
み

や
組
織
活
力
の
維
持
に
と
っ
て
大
き
な
課
題
と
な
る

可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
公
務
部
門
に
お
け
る
優
秀
な

人
材
を
確
保
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
も
一
定
数
の
採

用
枠
を
継
続
し
て
確
保
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
の

観
点
も
あ
る
。
一
方
で
毎
年
一
定
数
の
採
用
を
継
続

し
た
場
合
に
は
定
員
が
増
加
し
て
し
ま
う
可
能
性
が

あ
る
た
め
、
定
年
引
上
げ
が
中
長
期
的
に
必
要
と
す

る
行
政
需
要
を
上
回
る
定
員
数
を
生
み
出
す
結
果
と

な
ら
な
い
よ
う
、
一
時
的
な
調
整
を
要
す
る
団
体
に

お
い
て
は
、
引
上
げ
期
間
中
に
お
け
る
一
時
的
な
定

員
増
の
見
通
し
と
そ
の
後
の
定
員
管
理
の
在
り
方
を

検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
地
方
公
務
員
の
志
願

者
は
近
年
減
少
傾
向
に
あ
る
一
方
で
若
年
公
務
員
の

中
途
退
職
者
は
増
加
し
て
い
る
。
多
く
の
団
体
で
は

中
途
採
用
を
行
っ
て
お
り
、
特
に
専
門
職
で
は
中
途

採
用
の
人
材
を
積
極
的
に
登
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
も

多
い
。
昨
今
の
働
き
方
の
変
化
を
踏
ま
え
る
と
、
新

卒
者
を
採
用
し
て
内
部
育
成
す
る
と
い
う
従
来
の
手

法
の
み
な
ら
ず
、
職
種
や
必
要
な
技
能
ご
と
に
任
期

付
採
用
や
中
途
採
用
な
ど
採
用
方
法
や
試
験
区
分
を

柔
軟
に
組
み
合
わ
せ
て
、
こ
れ
か
ら
の
行
政
需
要
に

計
画
的
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

（
４
）
財
政
運
営
に
与
え
る
影
響

定
年
引
上
げ
期
間
中
の
退
職
手
当
や
給
料
な
ど
人

件
費
に
つ
い
て
の
財
政
需
要
を
中
期
的
な
視
点
で
推

計
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
定
年
引
上
げ
に

よ
っ
て
高
年
齢
の
常
勤
職
員
の
割
合
が
増
え
る
こ
と

や
、
引
上
げ
期
間
中
の
継
続
的
な
採
用
確
保
と
定
数

の
弾
力
的
運
用
は
、
人
件
費
の
増
嵩
要
因
と
な
る
可

能
性
が
あ
る
。
行
政
の
肥
大
化
を
招
く
こ
と
な
く
、

必
要
な
行
政
需
要
を
支
え
る
た
め
の
効
率
的
な
体
制

を
新
し
い
定
年
年
齢
の
も
と
で
構
築
す
る
こ
と
を
見

据
え
て
、
人
件
費
の
増
嵩
や
そ
れ
に
よ
る
財
政
の
硬

直
化
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ
う
、
財
政
運
営
に
お
い

て
も
細
心
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

６　

お
わ
り
に

２
０
２
１
年
４
月
に
改
正
法
が
施
行
さ
れ
た
高
年

齢
者
雇
用
安
定
法
で
は
、
個
々
の
労
働
者
の
多
様
な

特
性
や
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
て
70
歳
ま
で
の
就
業
確
保

に
つ
い
て
、
70
歳
ま
で
の
定
年
引
上
げ
や
定
年
制
の

廃
止
、
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
な
ど
の
う
ち
い
ず
れ

か
の
措
置
を
講
ず
る
事
業
主
の
努
力
義
務
が
設
け
ら

れ
た
。
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
型
か
ら
ジ
ョ
ブ
型
へ
の
雇

用
形
態
の
変
化
や
転
職
を
当
然
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
と

の
前
提
で
就
職
す
る
近
年
の
労
働
観
な
ど
、
雇
用
を

め
ぐ
る
社
会
環
境
は
変
化
を
加
速
さ
せ
て
い
る
。
地

方
公
務
員
の
定
年
引
上
げ
は
そ
の
よ
う
な
環
境
下
に

お
け
る
高
齢
期
職
員
の
選
択
肢
の
多
様
化
と
い
う
流

れ
の
一
つ
で
あ
る
と
受
け
止
め
ら
れ
る
。
将
来
に
わ

た
っ
て
地
域
を
支
え
る
た
め
の
行
政
需
要
に
安
定
的

に
対
応
し
て
い
く
た
め
、
地
方
公
共
団
体
に
は
こ
れ

ま
で
に
増
し
て
、
一
段
と
戦
略
的
な
定
員
管
理
を
行

う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
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